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【要旨】全国の自治体を対象に、保健センターが組織として役所(庁)内外の部門・団体（行

政内外の他部署や民間団体など）と連携している事例を抽出することを目的に調査を実施

した。その内、特筆すべき好事例を選抜するための調査データを集計し保健センターが他部

門・団体と業務連携している状況を調べた。保健センターの連携実績については、庁内の連

携が平均2.4件、庁外との連携が平均3.9件、合計6.3件であった。内訳を見ると、庁内では子

育て支援部門、高齢者福祉部門が30%以上を占めていた。 

 

 

Ａ．目的 

全国の市町村保健センター及び類似施設

(以下、保健センター)は、対人サービスを地

域で展開する際の中核となる施設である。 

住民の健康課題が多様化・複合化し、保健

センター単独のサービスではその対応が困

難になってきた。こうした背景から、既存の

様々なサービス・施設・組織などと連携を取

りながら対人保健サービス業務を推進する

ことが求められている。 

しかし、先行研究では、保健センターの連

携は、そこに所属している保健師の個人的

なつながりに依存している側面があると指

摘されている1)~3)。これについては、保健セ

ンターの連携システムはあまり組織だって

行われてはいないが、そういう連携システ

ムが存在しなくとも連携が行えるというメ

リットがある反面、連携を担っていた保健

師が異動・退職した場合、その連携が保健セ

ンターにとって継承されないというデメリ

ットも存在する4)。そのためか、保健センタ

ーの連携については地域により差が大きい

と考えられる5)。そこで、本研究班では、全

国の自治体に、組織として連携ができてい

る事例を紹介してもらい、その中で特筆す

ベき好事例についてヒアリングを行う。 

本章では、それに先立ち、好事例を抽出す

るための調査データを集計し全国の保健セ

ンターが他部門（行政内外の他部署や民間

団体など）と業務連携している状況を明ら

かにすることを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

対象：全47都道府県、全20政令指定都市、

全54中核市、23特別区、全6保健所政令市の

担当部署 

実施時期：2018年9月~10月 

実施方法：(A)厚生労働省の担当課に依頼

して、全ての都道府県、政令指定都市、中核

市、特別区、保健所政令市の担当部署に対し

て調査票を電子メールで送信した。(B)有識
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者からの紹介や、日本公衆衛生学会などの

学会・業界誌において紹介されている事例

の検索も行い、実施方法(A)を補完した。 

調査内容：保健センターが他部門・団体

（行政内外の他部署や民間団体など）と業

務連携している事例の紹介を依頼した。該

当事例を最大3件提示してもらい、それぞれ

について事例の継続年数、対象、連携のきっ

かけ、保健センターの役割、連携の現状、連

携先について尋ねた上で、連携の経緯・現

状・成果・見通し・特徴について記載を求め

た。 

各事例については予算措置の有無を問わ

ず、また、保健センターの名称については厳

密ではなくても、保健センター類似の業務

を行っている機関であれば該当可とした。 

好事例の定義については「保健センター

が行政組織内(庁内)の他部署や外部(庁外)

の機関・団体との連携がうまくいっている

事業」とし、具体的には下記の５つの条件の

うちできるだけ多くを満たすものと定めた。 

①個人としてではなく、組織として他部

門・団体（行政内外の他部署や民間団体な

ど）と連携しながら、保健事業を実施してい

る。 

②保健センターが地域づくりの拠点やス

テークホルダー・担い手のひとつとして機

能し、活動している。 

③協力を要請したり、要請されたりとい

った、相互支援・協働の関係である。 

④相手の組織がどのような立場・意向で

連携しているか把握できている。 

⑤保健センターと相手組織が情報の共有

を十分している。 

以上の定義と要件について調査票に記載

した。 

次に、第４章で述べるヒアリング(二次調

査)の対象をスクリーニングするために、そ

れぞれの回答毎に、研究者が２人一組にな

って、連携の状況等の各回答を１～５点で

点数化した。 

 

 

表１ 対象区分別回収状況 

n(%)  

回答なし 回答あり 
該当無し、もしくは

回答拒否連絡 
配布合計 

（A）都道府県 27(57.4) 16(34.0) 4(8.5) 47(100.0) 

政令指定都市 10(50.0) 8(40.0) 2(10.0) 20(100.0) 

中核市 45(83.3) 7(13.0) 2(3.7) 54(100.0) 

特別区 17(73.9) 5(21.7) 1(4.3) 23(100.0) 

保健所政令市 6(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(100.0) 

（B）有識者等 2(11.1) 15(83.3) 1(5.6) 18(100.0) 

合計 107(63.7) 51(30.4) 10(6.0) 168(100.0) 
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表２ 地域別回収状況 

n(%)  

回答なし 回答あり 
該当無し、もしく

は回答拒否連絡 
合計 

北海道・東北 15(78.9) 2(10.5) 2(10.5) 19(100.0) 

関東 30(62.5) 16(33.3) 2(4.2) 48(100.0) 

中部 13(65) 5(25) 2(10) 20(100.0) 

近畿 18(75) 5(20.8) 1(4.2) 24(100.0) 

中国 9(69.2) 4(30.8) 0(0.0) 13(100.0) 

四国 5(71.4) 0(0.0) 2(28.6) 7(100.0) 

九州 15(78.9) 4(21.1) 0(0.0) 19(100.0) 

有識者 2(11.1) 15(83.3) 1(5.6) 18(100.0) 

合計 107(63.7) 51(30.4) 10(6.0) 168(100.0) 

 

 

表３ 対象区分別紹介件数 

n(%)  
件数 1 2 3 5 11 合計 平均 1 平均 2 

都道府県 7(43.8) 1(6.3) 7(43.8) 1(6.3) 0(0.0) 16(100) 2.19 2.06 

政令指定都市 3(37.5) 2(25) 2(25) 0(0.0) 1(12.5) 8(100) 3.00 2.00 

中核市 4(57.1) 2(28.6) 1(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 7(100) 1.57 1.57 

特別区 3(60.0) 0(0.0) 2(40.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(100) 1.80 1.80 

有識者 11(68.6) 2(12.5) 3(18.8) 0(0.0) 0(0.0) 16(100) 1.50 1.50 

合計 28(46.7) 7(11.7) 15(25) 1(1.7) 1(1.7) 52(100) 1.98 1.78 

 

 

表４ 単純集計結果 

n(%) 

Q3：事業継続年数  

 ５年未満 46(45.1) 

 ５年以上 10年未満 31(30.4) 

 10年以上 23(22.5) 

 わからない 1(1.0) 

 無回答 1(1.0) 
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表４ 単純集計結果（続） 

Q４：事業の対象者（複数回答可）  

 高齢者 30(29.4) 
 乳幼児と保護者 31(30.4) 
 成人一般 34(33.3) 
 児童 23(22.5) 
 障害児者 11(10.8) 
 生活困窮者 5(4.9) 
 その他 20(19.6) 
 特定対象なし 13(12.7) 

Q5：連携のきっかけ  

 保健センターからもちかけた 68(66.7) 
 他機関・他部署からもちかけられた 21(20.6) 
 その他 8(7.8) 
 よくわからない 4(3.9) 
 無回答 1(1.0) 

Q6：保健センターの役割  

 連携の中心となっている 75(73.5) 
 他の機関や部署などが連携の中心で、そこに参加している 14(13.7) 
 ゆるやかなネットワークで、とくに中心となっている機関・団体などはない 4(3.9) 
 必要に応じて、後方から支援している 6(5.9) 
 その他 1(1.0) 
 無回答 2(2.0) 

Q7：役所(庁)内連携先（複数回答可）  

 自治体内の他の保健センター 19(18.6) 

 国保部門 29(28.4) 

 高齢者福祉部門 33(32.4) 

 子育て支援部門 39(38.2) 

 障がい児者支援部門 15(14.7) 

 生活困窮者部門 6(5.9) 

 学校教育部門 27(26.5) 

 障害学習部門 24(23.5) 

 まちづくり部門 19(18.6) 

 産業振興部門 17(16.7) 

 役所内の連携はない 10(9.8) 

 その他 19(18.6) 
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表４ 単純集計結果（続） 

Q８：役所(庁)外連携先（複数回答可）  

 保健所 32(31.4) 

 自治会など 29(28.4) 

 企業 22(21.6) 

 商店など 15(14.7) 

 福祉サービスの事業者や施設 13(12.7) 

 社会福祉協議会 25(24.5) 

 地域包括支援センター 30(29.4) 

 医療機関 31(30.4) 

 協会けんぽ 11(10.8) 

 医師会など 28(27.5) 

 住民組織など 53(52.0) 

 保育園など 34(33.3) 

 子育て支援センター 22(21.6) 

 その他公的施設 17(16.7) 

 その他民間施設 12(11.8) 

 役所外との連携はない 1(1.0) 

 その他 26(25.5) 

 

表５ 役所(庁)との連携数 

                         n(%)  
0箇所 1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 5箇所 

庁内連携 10(9.8) 34(33.3) 21(20.6) 10(9.8) 10(9.8) 6(5.9) 

庁外連携 1(1.0) 26(25.5) 13(12.7) 10(9.8) 11(10.8) 12(11.8) 

合計 0(0.0) 9(8.8) 12(11.8) 14(13.7) 4(3.9) 9(8.8) 
  

6箇所 7箇所 8箇所 9箇所 10箇所 11箇所 

庁内連携 8(7.8) 1(1.0) 2(2.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

庁外連携 14(13.7) 4(3.9) 4(3.9) 4(3.9) 1(1.0) 1(1.0) 

合計 9(8.8) 11(10.8) 9(8.8) 1(1.0) 7(6.9) 3(2.9) 
  

12箇所 13箇所 14箇所 15箇所 16箇所 18箇所 

庁内連携 0(0.0)      

庁外連携 0(0.0) 1(1.0) 102(100) (0) 0(0.0)  

合計 4(3.9) 3(2.9) 2(2.0) 1(1.0) 3(2.9) 1(1.0) 
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表６ 対象区分ごとの役所(庁)内・外連携数の差異 （連携数、得点別） 

n(%)   

平
均 

都
道
府
県 

政
令
指
定

都
市 

中
核
市 

特
別
区 

有
識
者 

役
所(

庁)

内
連
携
数 

都道府県 2.1 -    ＊ 

政令指定都市 2.5  -    

中核市 1.2   -  ＊＊ 

特別区 1.7    - ＊ 

有識者 3.8 ＊  ＊＊ ＊ - 

合計 2.4 - - - - - 

役
所(

庁)

外
連
携
数 

都道府県 3.4 -     

政令指定都市 5.0  -  ＊＊  

中核市 2.7   -   

特別区 1.3  ＊＊  - ＊＊ 

有識者 5.2    ＊＊ - 

合計 3.9 - - - - - 

庁(

内
外
連
携
数
合
計 

都道府県 5.5 -    ＊＊ 

政令指定都市 7.5  -  ＊  

中核市 3.9   -  ＊＊ 

特別区 3.0  ＊  - ＊＊＊ 

有識者 9.0 ＊＊  ＊＊ ＊＊＊ - 

合計 6.3 - - - - - 

研
究
班
採
点
得
点 

都道府県 6.6 -    ＊＊＊ 

政令指定都市 7.4  - ＊   

中核市 5.9  ＊ -  ＊＊＊ 

特別区 6.6    - ＊ 

有識者 8.5 ＊＊＊  ＊＊＊ ＊ - 

合計 7.1 - - - - - 

*p<0.05、** p<0.01、*** p<0.001 
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表７ 事業発足のきっかけと保健センターの役割 

n(%)  

連 携 の

中心 

他 機 関

が 連 携

の中心 

連 携 の

中 心 は

特にない 

後 方 支

援 
その他 無回答 合計 

保健センターから 

もちかけた 
62(60.8)  1(1.0) 1(1.0) 3(2.9) 1(1.0) 0(0.0) 68(66.7) 

他機関・他部署から

もちかけられた 
8(7.8) 10(9.8) 0(0.0) 3(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 21(20.6) 

その他 4(3.9) 1(1.0) 2(2) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.0) 8(7.8) 

よくわからない 1(1.0) 2(2) 1(1.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(3.9) 

無回答 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.0) 1(1.0) 

合計 75(73.5) 14(13.7) 4(3.9) 6(5.9) 1(1.0) 2(2.0) 102(100) 

（注）この表のみ、割合は全体を100％とした数値を示している。実線囲い部分=巻き込

み型、点線囲い部分=巻き込まれ型 

 

 

 

Ｃ．結果 

実施方法(A)（B） 合計の回収率は61自治

体（36.4%）で、うち有効回答は51自治体

（30.4%）であった（表１）。 

対象区分別の有効回答では政令指定都市

が40.0%、都道府県が34.0%と高く、特別区・

中核市・保健所政令市は低かった。また、（B）

有識者等については、事前に回答の可否を

打診した上での依頼であったため、他と比

べて回収率が高かった。 

以下、好事例として紹介された事例の属

性を示すと共に、一部、好事例内の属性別比

較を行う。 

好事例の対象区分別の紹介件数は表３の

とおりである。政令指定都市の紹介件数が

多かった（平均1）が、これは１つの政令指

定都市が、区ごとに回答を寄せたため、紹介

件数が11と多いことが影響している。他に

も、同一自治体で複数の組織から回答があ

ったケースが２つあったが、他の自治体は

「上位３つ」と依頼していたため、これらの

自治体も「上位３つ」で打ち切ると、いずれ

の対象も紹介件数に大差はなかった（平均

２）。 

事業の継続年数は5年未満がほぼ半数で、

５～10年、10年以上がそれぞれ1/4程度であ

った。 

連携事業の対象としては、成人一般が

33.6%と全体の約３分の１を占めており、

ついで、乳幼児と保護者、高齢者、児童の順

となっている。 

連携のきっかけ、および保健センターの

役割は、「保健センターからもちかけた」・

「保健センターが連携の中心」といったよ

うに保健センターが重要な役割を果たして

いた割合がそれぞれ67.3％、74.3％であっ
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た。 

連携件数は、役所(庁)内連携が平均2.4件、

役所(庁)外連携が平均3.9件、合計6.3件であ

った。内訳を見ると、役所(庁)内では子育て

支援部門、高齢者福祉部門が30%を超えて

いた。次いで、国保部門が28.7%、学校教育

部門が26.5%であった。 

役所(庁)外との連携では住民組織との連

携が51.5％、次いで保育園など、保健所、医

療機関が30％以上であった。 

役所(庁)内連携数、役所(庁)外連携数、連

携数の合計、研究班の研究者が採点した得

点の差異について一元配置分散分析を用い

て評価した。 

対象区分別に、連携数の合計、研究班によ

る採点の得点をみたところ、有識者からの

紹介(実施方法B)が連携数・得点とも他の対

象と比べ有意に多かった。 

有識者を除くと、庁内連携についてはい

ずれの調査対象間でも有意差は認めず、庁

外連携および連携数合計で政令指定都市が

特別区より有意に多く、研究班採点得点は

政令指定都市が中核市より有意に高かった。 

連携のきっかけについて保健センターの

立場をみたところ、「巻き込み型（保健セン

ターから連携を持ち掛け、かつ保健センタ

ーが連携の中心）」(表7の実線囲い部分) と、

「巻き込まれ型(《保健センターから連携を

持ち掛けられた又はその他又は不明》かつ

《他機関が連携の中心又は連携の中心は特

にない又は後方支援》」(表7の点線囲い部分)

に分けてみると、「巻き込み型」は全体の

61.4％、「巻き込まれ型」は全体の17.8％で

あった（表7）。この２種で、連携数・採点

について差異を見たが、有意差は見られな

かった。 

地域による違いをみるため、全国を７つ

の地域（北海道と東北を統合した）に分類し

たが有意差は見られなかった。 

 

Ｄ．考察 

少子高齢社会・核家族化の進展に伴い、住

民の健康課題が多様化・複合化し、従来のい

わゆる縦割り型サービスではその対応が困

難になってきた。こうした背景から公助・共

助を強化する策、つまり対人保健サービス

業務を効果的・効率的に遂行するための策

という視点では、行政職・専門職における職

種間の互恵的ネットワーキングによる連携

策が重視されるべきである6)。  

本調査の結果から、保健センターの連携

数については、役所(庁)内の連携が平均2.4

個、役所(庁)外との連携が平均3.9個、合計

6.3個であった。内訳を見ると、役所(庁)内

では子育て支援部門、高齢者福祉部門が3割

を超えており、子育て支援や地域包括ケア

システムにおける多分野連携が今日的行政

課題となっていることを鑑みると妥当な結

果と考えられる。 

本調査は、ヒアリングを行う好事例を選

択するためにおこなった調査である。故に、

得られたデータは、『自治体担当者、もしく

は有識者が好事例と思った』という点で、好

事例を十分把握していない、また認識して

いない自治体からの回答は得られなかった

可能性がある。 

しかしながら本調査の目的が好事例把握

のためのスクリーニング調査の意味合いを

持つことからすると、回収率がさほど高く

なかったことや偏りがあることは結果を検

討する上でさほど、支障はないと考える。 
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Ｅ．結論 

保健センターの連携の好事例は、母子領

域や高齢者領域を中心とした組織・団体と

の連携が進んでいる。 
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I.その他補足事項 

第４章で報告されるヒアリング対象自治

体のうち、１自治体（有識者紹介）からは、

質問紙調査の回答が得られなかった。その

ため、回収数について、全国調査の回収数は

102ケースであるが、全国調査とヒアリング

調査の合計は103ケースとなっている。 

 

 

 




